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●崔江以子さんのネットヘイト訴訟　被告控訴せず地裁勝訴判決が確定　

 

インターネットの差別的な投稿で精神的苦痛を受けたとして、在日３世で川崎市ふれあい館館長

の崔江以子（チェ・カンイヂャ）さんが、男性に損害賠償などを求めた訴訟の判決が１２日、横浜地

裁川崎支部でありました。

判決は、男性の投稿は、ヘイトスピーチ解消法が規定する「不当な差別的言動」であり、「人格権

に対する違法な侵害行為」だとして、男性に１９４万円の支払いを命じました。

その後、被告は控訴せず、判決が確定しました。訴訟を支援してきた「ヘイトスピーチを許さない

かわさき市民ネットワーク事務局」は、拡散を求める声明を発表しましたので、以下に紹介します。

10 月 12 日の崔さんのネットヘイト訴訟の地裁判決は、

① 被告の「祖国に帰れ！」の言動・投稿は、本邦外出身者の子孫（在日三世）である原告を地域

社会から排除することを煽動する不当な差別的言動であり、平穏に生活する権利、憲法 13 条で

保障される人格権に対する違法な権利侵害であり、不法行為を構成するとし、100 万円の慰謝料

を認定



② 被告の「差別の当り屋」「被害者ビジネス」などの投稿の表現は、原告の名誉感情を著しく侵害

するものと認定し、70 万円の慰謝料を認定し、

③ 合計 194 万円の損害賠償を支払うことを被告に命じました。

被告が控訴するかどうか注目されましたが、控訴期限までに原告・被告の双方が控訴しなかった

ことを地裁は 10 月 30 日に明らかにしたので、横浜地裁川崎支部の判決が確定しました。

この判決は、「祖国に帰れ！」発言がヘイト解消法第 2 条の「不当な差別的言動」に該当するだけ

ではなく、該当すれば、憲法 13 条の人格権侵害として違法であるとして、ヘイト解消法を補充し、

実効性をもたらすものと言えます。

2021 年 11 月の提訴以降、傍聴に駆け付けていただいた皆様、訴訟費用のカンパ要請に協力し

てくださった皆様に感謝の気持ちを込めて報告いたします。ありがとうございました。

ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク事務局（山田） 

 

※事件の判決文は以下のリンクからご覧ください。

横浜地方裁判所川崎支部令和３年（ワ）第９１３号判決正本

※判決についての弁護団の声明は、「武蔵小杉法律事務所」のホームページからご覧ください。

■中原区と高津区にまたがる 18 区市民の会が 11 月 2 日にスタート

臨時国会が 10 月 20 日から始まっています。

はたして、物価高騰の一方で賃金が上がらず、悲鳴をあげている国民を救う道筋を示せるので

しょうか。岸田政権の世論調査の支持率は、過去最低となり、いつのまにか「解散」の声も後景に

おいやられた感がありますが、「どうせ政治なんか変わらない。」とあきらめることなく、チェンジ自民

党政治をめざす大きな動きが中原区・高津区で始まっています。

自民党のやまぎわ大志郎議員の立候補で全国注目区となっている衆議院神奈川 18 区（高津区、

中原区）で、11 月 2 日、「神奈川 18 区市民の会結成のつどい」が開催されました。

第 1 部は、「市民の力で政治を変えよう~野党の共闘で政権交代を」と題して、合同会社「かなごて

ファーム」社長の小山田大和さんが講演。

地域の農業を守り、耕作放棄地に新しい価値を見いだすことをめざして 2014 年みかんプロジェク

トを開始し、今年の 2 月には、小田原市矢作にソーラーシェアリング 5 号機を完成させ、はじめて、

地銀最大手の横浜銀行が融資を受け入れたと報告。



小山田さんは、結びで、「運動は楽しくワクワクドキドキするように、最後まであきらめないことが大

切だ。」と強調しました。

第 2 部は、立憲野党と市民によるリレートークになりました。

立憲民主党（メッセージ）、社会民主党、日本共産党、新社会党、みどりの党の代表が次々と登壇。

野党共闘が逆風にある中で、とても頼もしく力強いあいさつが続き、また、れいわ新選組の支持者

の方からも連帯のあいさつがあり、18 区での今までにない共同の広がりの展望が見えて、強く励ま

されました。

市民のリレートークでは、毎年福島原発の被害地を巡り、現地交流を行っている方の報告、西加

瀬に建設予定の物流倉庫の中止を求める訴え、大学授業料の大幅減額と貸与制奨学金制度の

拡充を求める青年の訴えなどが続きました。

　最後に、会の『会則』案を読み上げ、参加者の拍手で確認し、正式に、18 区市民の会が新たに

スタートとなりました。共同代表には、田村富彦さん（高津区在住）と長谷川三千代さん（中原区在

住）が承認されました。

神奈川 18 区現在の立候補予定は、自民党から山際大志郎氏（前回当選）、日本維新の会から横

田光弘氏（前回落選）、国民民主党から鈴木敦氏（前回、比例復活当選）、日本共産党から君嶋

ちか子氏（新）です。

今後、神奈川 18 区市民の会は、野党共闘に賛同する候補者を推薦し、来たるべき衆議院選挙で

の「チェンジ！自民党政治」をめざすことになると思います。　

　記　市古ひろかず

▲ お知らせコーナー

☆パレスチナに平和を！伊藤千尋さん講演会

　11/4(水) 18:30

　@てくのかわさきホール

　問合せ：080-1213-5133 春日井

　主催：たかつ九条の会　

　詳細はコチラ

☆生き合うための「非平和映像集」

　11/11～12/7　全て 14 時より 1 回

　川崎市平和館

　入場無料/要申込み・80 名まで

　詳細はコチラ



☆水害被災地ガイドツアー・学習会

　二子排水樋門、平瀬川下流域見学ツアー

　11/12(日)

　集合/9：30/二子新地駅東口・交番側（東急田園都市線・大井町線）

　解散/12:30/溝の口駅（予定）

　主催/台風 19 号多摩川水害訴訟原告団・弁護団/台風 19 号多摩川水害を考える川崎の会

　問合せ：fw547437@qa2.so-net.ne.jp 　（船津）

☆第 3 回川崎市政の未来をかたるつどい

　11/17(金)18 時半

　高津市民館大会議室

　入場無料

　主催：川崎民主市政をつくる会

　044-873-8655

　info@newkawasaki.jp

☆学習会「多摩川は大丈夫か」part3

　講師：中山幸男さん(元国交相関東地方整備局職員)

　11/18(土)10 時

　中野島会館・和室(044-944-4268)

　主催：多摩川と周辺の環境を考える多摩川の会

　

　☆京浜協同劇団公演「獅子」

　「獅子」三好十郎作/演出：護柔一

　11/18～11/26：10 ステージ

　一般：3000 円

　学生・障がい者：1500 円

　要申込み：申込み先

　044-511-4951

　keihinkyoudougekidan@nifty.com

　詳細はコチラ

 

☆劇団わが町第 13 回公演「あしもとのいずみ」2023



　～陸軍登戸研究所をめぐる物語～

　萩坂心一：作

　ふじたあさや：潤色・演出

　12/1～12/3：5 ステージ

　一般：2700 円

　学生：2200 円

　小学生：1500 円

　障がい者：2500 円

　窓口：川崎市アートセンター

　044-959-2255

　問合せ：044-955-0107

　詳細はコチラ

☆奨学金問題から見えてくる 貧困と格差

　ー自治体に何が出来るかー

　講師：大内裕和先生（武蔵大学教授）

　12/1(金)18:30

　@川崎市総合自治会館・大会議室

　詳細はコチラ

  

☆子どもの未来をひらく川崎集会

　12/3（日)10 時～16 時

　法政第二中・高等学校

　講演：中塚史行さん(NPO 法人教育サポートセンター NIRE 代表

　安心できる　自信がつく　仲間ができる

　～子ども・若者を真ん中にした場をつくる～

　資料代：500 円(高校生以下無料)

　詳細はコチラ

★編集後記

ガザ地域の面積は 365k㎡で人口が 222 万人

川崎市が 144k㎡で 150 万人ですから、川崎の倍くらいの面積に川崎よりちょっと少ない人口密度。



私たちは慣れっこになって居ますが、かなりの密度で人々が生活しています。

その西南方向にシナイ半島があり、イスラエルはしきりに「南に避難せよ」と非戦闘員に対して誘導

します。

シナイ半島はエジプト領で、北海道より少し小さいくらいの面積に人口が 20 万人。

年間の降水量が 60mm から 100mm の砂漠地帯が広がります。

イスラエルは、ペレスチナ人をガザからシナイ半島に追い出し、ガザ地域を占領する野望を持って

いると言います。

なんという身勝手な目論みでしょう。

一方、ヨルダン川西岸地区は 5,660k㎡に 300 万人のパレスチナ人が住んでいますが、その 60％

をイスラエルによって占領されており、ユダヤ人の入植地が拡大を続けています。

つまり、もともとパレスチナ人が多く住んでいた地域からパレスチナ人を閉め出し、ユダヤ人で占

領しちゃおうというのがイスラエルの最終目標と言えます。

ウクライナ民族主義によるロシア系住民との軋轢。ユダヤ・シオニズムとアラブ民族主義の闘い。

犠牲になるのは一般市民、女性や子どもたち。何が何でも武器を置き、話し合いで解決して欲し

い。（Y)

参考：https://ccp-ngo.jp/palestine/palestine-information/

☆☆チェンジかわさき！☆☆

川崎民主市政をつくる会

〒211-0011 中原区下沼部 1880

お問い合わせ

mailmag@newkawasaki.jp

公式ホームページ

https://newkawasaki.jp

☆☆チェンジかわさき！☆☆

配信を希望されない方は以下をクリックしてください。

自動的に登録を解除します。

https://my922p.com/User/cancel_mail/fMwwpqj4/XywiBEvJUK0C?mail=akagixxx
%40yahoo.co.jp

 

誤って登録解除した場合、以下までご連絡ください。

mailmag@newkawasaki.jp




